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1 

小田原競輪場の普通入場料改正について 

 

１ 概要 

  小田原競輪場では「小田原市自転車競走実施規則」に基づく普通入場料を

令和７年 10 月１日付けで改正し、令和７年 10 月 18 日（土）から運用して

いる。 

現行 100 円（有料） → 改正後 0 円（無料） 

 

２ 改正理由 

小田原競輪場の普通入場料については、「小田原市自転車競走実施規則」

に基づき、コインゲートに硬貨を投じる方法により徴収しているが、次のよ

うな理由から見直したものである。 

(1) 神奈川県内の他の競輪場（川崎競輪場、平塚競輪場）が既に入場料を無

料としていること。 

(2) 入場料を徴収するためのコインゲートが老朽化し、係る設備の更新に約

６千５百万円を要することが判明し、今後収入に見合わない支出が見込ま

れること。 

(3) 年間の大半の開催が既に無料となっていること（令和６年度は自場有観

客開催 54 日の内モーニング競輪 29 日及び場外発売 125 日が入場無料）。 

 

３ 改正による影響 

インターネット投票の普及に伴い、来場者が減少し、普通入場料収入は

年々減少しており、入場料を無料としても、競輪事業経営への影響はない。 

なお、特別指定観覧席については、従前からの変更はしない（1,000 円）。 

過去３年間の普通入場料決算額の推移（単位：円） 

令和４年度 令和５年度 令和６年度 

2,546,100 2,518,500 2,086,800 
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